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多国籍企業は、グループの移転価格リスクを管理して

二重課税の回避を図り、取引双方が独立企業原則に

適合する利益の獲得を確保するため、取引前に取引

双方の機能及びリスクを考慮し、移転価格方針を策定

する必要があります。しかしながら、実務上多国籍企

業が移転価格方針に基づいた取引において、予期せ

ぬ市場の要因により実際の取引結果がその方針に合

わない状況が発生し、独立企業原則に適合しない結

果が生じることにより移転価格一括調整が必要となる

場合があります。

これまでは、移転価格監査準則第7条第5号「･･･調整

の結果、中華民国国内の納税額が調整前より減少す

る場合は、調整しないこととする。」により実務上、多

国籍グループは台湾にある関係企業の利益の上方調

整のみが可能で、下方調整をすることは出来ませんで

した。

かつて財政部は個別案件に対する通達という形で、移

転価格調整を許可していました。しかしその適用条件

は厳しく、企業の適用において困難が生じていました。

企業に明確な規定を提供するため、財政部は各方面

の意見を募り、企業が移転価格一括調整を行う際の

根拠と出来るよう 2019年 11月 15日に台財税第

10804629000号解釈通達を公布しました。その関連要

点は次の通りです。

1. 適用条件

2020年度より、関係会社間取引を行う営利事業者が

会計年度決算前に移転価格一括調整を行う

場合、以下の要件を満たし、規定に従い関連租税公

課を納付する必要があります。

─ 関係会社間取引の参与者が、事前にその取引条

件及び移転価格に影響するあらゆる要因について

協議すること。且つ当該協議により調整する未収・

未払金を財務会計帳簿に反映させていること。

─ 関係会社間取引のその他参与者も同時に対応す

る調整を行っていること。

2. 適用取引類型

前項の規定により、移転価格一括調整を行う場合、

以下の規定に基づき、その調整後の取引価格に基づ

き関連租税公課を納付する必要がある。

有形資産の越境移転を行う関係会社間取引：

─ 物品輸入時に、輸入通関書類に「××会計年度移

転価格一括調整手続」と注記し、暫定価格を記載

したコマーシャル・インボイス及び物品価格申告書

により税関に申請し、関税法第18条第3項第3号規

定に基づき、保証金を納付し先に税関検査を受け

る。また、当該会計年度終了後1個月以内に、申請

書及び関連資料を提出して関税法の課税価格規

定に基づく審査及び輸入物品関税及び関連代行

徴収税の追加納付又は還付を税関に申請する。

台湾の関係会社間取引における移転価格一括調整の規定
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申請書に記載する必要のある事項及び関連資料

は次の通りです。

• 課税価格の査定を申請する輸入通関書類の番

号、項目番号、暫定価格及び正式なコマーシャ

ル・インボイス価格。

• 取引価格の決定理由又は価格計算方法。

• 取引契約書、正式なコマーシャル・インボイス、

支払証明及びその他関連書類。物品輸入時に、

輸入通関書類に「××会計年度移転価格一括

調整手続」と注記し、暫定版のコマーシャル・イ

ンボイス及び物品価格申告書を添付する。

─ 輸入物品について、前述の規定により保証金を納

付し、先に税関検査を受けた場合、税関は「税関

輸入物品税の納付証明書兼振込申請書」を発行

する。その後、営利事業者が税関の査定を受け、

営業税が還付される場合、仕入税額の減少に属

するため、財政部2003年1月10日付台財税字第

0910456851号及び2012年5月24日付台財税字第

10104557440号の規定により取扱う。

有形資産の越境移転に属さない関係会社間取引：

─ 営業税：

• 移転価格一括調整声明書等の証明書類を添付

し、会計年度内最後の売上高、納付すべき又は

過払営業税額と併せて所在地の国税局に営業

税を申告する。

• 国外からの役務提供及び国外への物品販売又

は役務提供案を除いて、取引価格の上方調整時

は統一発票を発行し、取引価格の下方調整時は

値引処理を行う。また、統一発票又は値引書に

移転価格一括調整と注記する。
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─ 物品税：移転価格一括調整声明書等の証明書類

を添付し、会計年度内の最終月の出荷物品の納

税額と併せて所在地の国税局に物品税を申告す

る。

─ 所得税：有形資産の移転以外の取引価格の調整

が源泉徴収範囲の所得に属する場合、所得税法

関連規定に基づき源泉徴収税の追加納付又は還

付手続きを行う。

3. 添付書類

営利事業者は調整年度の所得税確定申告時に、規

定様式により当該関係会社間取引の関連情報を開示

し、取引契約書、当該関係会社間取引のその他参与

者が行う対応する調整に関連する証明書類及び関連

税目の調整証憑を併せて所在地の国税局へ提出す

る必要がある。また、取引価格の変動理由及び実際

の調整結果を説明する必要がある。

4. その他注意事項

─ 営利事業者は物品輸入時において、1の規定に基

づき保証金を納付する方法により先に税関検査を

申請することが出来る。但し、調整した会計年度終

了後1個月以内に、申請書及び関連資料を税関に

提出して関税法の課税価格規定に基づく審査を申

請していない場合、税関は課税価格を直接査定す

る。

─ 関係会社間取引を行う営利事業者は独立企業原

則に基づき価格又は利益を制定する必要がある。

前述の2つの適用条件を満たし、移転価格一括調

整を行う場合も、当年度の所得税確定申告時に所

得税法第43条の1、営利事業所得税非独立企業間

移転価格監査準則及び関連法令規定に基づき取

扱う必要がある。

5. KPMGの見解

過去の厳格な移転価格一括調整の規定と比べて、今

回の解釈通達では関連制限が明らかに緩和され
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ました。多国籍企業は関係会社間取引が独立企業原

則に適合せず二重課税の問題が生じるのを回避する

ために、会計年度終了前に適切な移転価格調整を行

うことでその利益配置をグループが策定した移転価格

方針に合わせることが可能となります。

但し、関係会社間取引の参与者は「事前にその取引

条件及び移転価格に影響するあらゆる要因」につい

て協議し、且つ関係会社間取引のその他参与者も同

時に対応する調整を行う必要がある点に注意する必

要があります。

また、有形資産の越境移転について移転価格一括調

整を行う場合の関税の処理方法が設けられたため、

企業は関税についても移転価格調整の実施が出来る

ようになりました。

さらに、当該解釈通達では関連税負担について、調

整結果に基づき追加納付又は還付すると述べられて

いることから、企業は移転価格一括調整により生じる

関連税負担（例：所得税、営業税、物品税及び関税）

に注意する必要があります。

多国籍企業が台湾国外の関係企業間取引に対して、

移転価格一括調整を行う場合、当該関係企業の所在

国(地域)において移転価格一括調整により関連増値

税及び関税が生じるか否か注意する必要があります。
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